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1. はじめに

　港湾の事業継続計画（以下、「港
湾BCP」という。）は、危機的事象に
よる被害が発生しても、当該港湾の
重要機能が最低限維持できるよう、
危機的事象の発生後に行う具体的な
対応と、平時に行うマネジメント活動
等を示した文書です。国土交通省港
湾局は平成27年に「港湾の事業継続
計画策定ガイドライン」を策定し、全
国の重要港湾以上の港湾において、
港湾BCPを策定したところです。
　このように従来の想定を超えた自
然災害が多発する中、想定を超える
高波・高潮・暴風が来襲した場合で
も被害を軽減させるため、学識経験
者等からなる「港湾等に来襲する想
定を超えた高潮・高波・暴風対策検
討委員会」（委員長：高山知司　京
都大学名誉教授）を設置し、「自助」
「共助」「公助」が一体となった総合
的な防災・減災対策について検討を
行い、同ガイドラインを改訂しました
ので、報告します。

２．近年の台風等による被害

　平成30年台風第21号では神戸港
や大阪港などの大阪湾の港湾が高
潮により、コンテナの航路・泊地への
落下、電気設備の浸水などの被害
により港湾機能が一時的に停止し
ました。
　また、令和元年房総半島台風（台
風第15号）では、走錨した船舶が臨
港道路に衝突し、一時通行止めとな
るほか、横浜港福浦地区では、高波
により護岸が倒壊し、背後が浸水す
る被害が発生しました。
　令和元年東日本台風（台風第19
号）では、臨港道路の冠水や揚圧力
による桟橋の床板の一部が破損す
る被害を受けました。

３． ガイドラインの
    主な改訂内容

（１）直前予防対応の考え方を位置づけ
　多くの港湾の港湾BCPは、地震・
津波等の港湾機能の停止を引き起
こす自然災害を念頭に策定されてい

ます。地震・津波に対しては、平時の
「事前対策」と「発災後の対応」の
２つに分かれて、対応が整理されて
います。
　一方で、台風等による高潮・高波・
暴風に対しては、前述の２つの対応
のほか、コンテナの倒壊防止対策や
土のうの設置など、発災するまで（台
風が発生してから接近・上陸するま
で）の「直前予防対応」も整理する
必要があります。（図―２）
　「直前予防対応」をとることで、コ
ンテナの航路・泊地への落下や電気
設備の浸水等の防止、港湾関係者等
の避難をできるようにします。

（２）台風等による高潮・高波・暴風等
        への対応
　台風は地震と異なり、発生してか
ら発災するまで対策をとる時間があ
ります。コンテナ倒壊防止のための
固縛や浸水被害防止のための土のう
等の設置など多くの港湾関係者等が
対策を実施しており、安全の確保の
ため、避難についても整理する必要
があります。
　そこで、港湾関係者等の避難する
タイミングや避難場所を港湾BCPに
位置づけておくことをガイドラインに

高潮・高波・暴風対策を考慮した
「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」
の改訂について
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図－１　港湾BCPの概念図

写真－１　船舶衝突による横浜港南本牧
　　　　　はま道路の損傷

図－２　「直前予防対応」の導入
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反映しました。

（３）港湾内の脆弱箇所等の抽出・周知
　台風が発生した場合、気象庁等の
予報により、風や潮位等の情報が事
前に把握できます。過去に被災した
箇所や予想される潮位や波高よりも
地盤高が低い箇所については、止水
板や土のう等の設置により浸水被害
等を防止することができます。
　令和元年東日本台風では、令和
元年房総半島台風による護岸の被
災箇所に応急的に土のうを３列設置
し、浸水被害を防ぐことができまし
た。（写真－２）
　そのため、港湾BCPに脆弱箇所を
あらかじめ整理しておき、関係者に広
く周知することが重要です。また、台
風来襲時でも被害状況を把握するた
め、カメラやセンサー等の情報把握
手法を位置づけておくことも被害防
止、早期復旧の観点から重要です。

（４）復旧・復興活動支援の事前整理
　平成28年に発生した熊本地震で
は、港湾が給水など生活支援の拠
点となるとともに、がれきの仮置き場
及び輸送拠点として活用され、被災
地の復旧・復興に貢献しました。一
方、港湾を災害対応の拠点として使
用する際に、関係者との調整に時間
を要するという課題が明らかになり

ました。
　他方、阪神淡路大震災の際、港
湾管理者である神戸市は、震災前よ
り、21世紀の神戸港のあるべき姿を
定めた港湾計画の策定の準備を進め
ていたため、震災後、迅速に関係者
調整を行うことができ、港湾内にお
いて大量のがれきの早急な処分の実
施が可能となり、早期の復旧・復興
に寄与しました。
　これらを踏まえ、今後は、初動対
応の迅速化のために災害対応の拠点
として活用する場合のルール等を事
前に関係者と調整し、港湾BCPに規
定しておくことで、早期の復旧・復興
活動に寄与できます。具体的に整理
しておく項目の例としては以下のとお
りです。
○ 応急復旧資材などの海上輸送

ルートの位置づけ。
○ 背後の重要物流道路や防災拠点

と連携した緊急物資等の輸送機
能の検討。

○ 早期復旧に向け、作業船基地や
重機保管場所の位置づけ。

○ 災害によるガレキ等の仮置き場
の配置・容量等の検討。（図―
３）

高潮・高波・暴風対策を考慮した「港湾の事業
継続計画策定ガイドライン」の改訂について

（５）複合災害（マルチハザード）や巨
大災害等により港湾機能が停止
した場合への対応

　令和元年東日本台風（台風第19
号）による大雨と暴風により、港湾で
も浸水被害を受け、被害状況を調査
していたところ、千葉県南東沖で最
大震度４の地震が発生しました。
　また、近年頻発している台風被害
のほか、南海トラフ巨大地震や首都
直下地震等は今後30年以内に発生
する確率が高いと言われており、巨
大災害についても対策を検討する必
要があります。
　そのため、複合災害や巨大災害に
ついても起こりうる事象を想定し、そ
れを踏まえたシナリオを想定しておく
ことが必要です。シナリオの検討に
当たっては、地震・津波等の１つの事
象と同様に、発生の可能性及び発生
した場合の影響度を図示するなどリ
スクマッピング等を用いることが有
効です。

４． おわりに

　国土交通省港湾局では、港湾等
において「自助」「共助」「公助」一
体となった総合的な防災・減災対策
を推進するため、同ガイドラインに基
づき、「防災・減災、国土強靱化のた
めの３か年緊急対策」における港湾
BCPの充実化を図るなど、引き続き、
関係者の連携による対策が推進され
るよう取り組んで参ります。

写真－２　土のうの３列配置による
　 浸水被害の防止

図－３　発災時の漂流物仮置きヤードの
　　　　候補地に関する計画策定事例
　　　　（三河港）
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港湾海岸防災協議会
事務局

津波防災対策・高潮対策について研究会を
開催しました

To p i c sTo p i c s

　港湾海岸防災協議会では、港湾海
岸防災事業の促進運動、海岸シンポ
ジウムの実施、季刊誌「波となぎさ」
発行等による防災関係事業等にこれ
まで取り組んでまいりました。

　こうした従来の活動に加え、会員
の方々が抱える海岸関係及び防災関
係の課題について、分析及び施策の
検討を行い、その結果を会員の方々
に提供することによって会員の業務
に資することを目的として研究会を
平成29年度に設置し、今回で3回目
の開催となります。

　近年は全国各地で台風による大き
な災害が頻発していること及び平成
30年度より港湾局所管の海岸で海岸
協力団体が指定されてきていること
から「台風災害」と「海岸協力団体」
の2つを研究会のテーマとし、令和2
年2月6日（木）（14〜17時）に東京都
港区赤坂の（公社）日本港湾協会会

議室にて、海岸管理者及び関係市村
等、各地から約50名の参加を得て開
催しました。

　開会にあたり、梶原座長が挨拶
し、研究会のこれまでの取り組みや
今回の講演内容等について説明しま
した。

　はじめの講演として、港湾局海
岸・防災課災害対策室 課長補佐 谷
上 正晃 様より、『台風15号、19号に
対する国土交通省の災害対応』と題
し、ご講演いただきました。近年は
台風により全国で甚大な被害が発生
しているところですが、令和元年は、
特に台風15号、19号で大きな被害が
発生したことから、その港湾施設に
おける被害及び復旧状況等について
説明頂きました。

　台風15号では、台風の接近・通過
に伴い、伊豆諸島や関東地方南部を

中心に　猛烈な風、猛烈な雨となり、
多くの地点で観測史上1位の最大風
速や最大瞬間風速を観測する記録的
な暴風となり各地で甚大な被害が発
生し、港湾施設においては、東京湾
を台風が通過したことから、東京湾
の各港の港湾施設において、甚大な
被害が発生したとのことです。特に
横浜港においては、①南本牧はま道
路（南本牧コンテナターミナルと首都
高湾岸線を直結する臨港道路）で、
走錨した船舶が衝突し、道路が損壊
し通行止となり、②本牧ふ頭D1バー
ス、D4バースで、暴風等により空コン
テナやSOLASフェンスが倒壊する
被害が発生、③金沢区（福浦地区）
では、横浜市が造成した工業団地
が、護岸が波の圧力により崩壊し、
越波により浸水する被害が発生。

　台風19号では、台風の接近・通過
に伴い、東日本の広範囲において猛
烈な風、猛烈な雨となり、横浜市で

横浜港南本牧はま道路への船舶衝突
（令和元年台風15号）

横浜港本牧ふ頭の空コンテナ、ＳＯＬＡ
Ｓフェンス倒壊（令和元年台風15号）

横浜港金沢地区の護岸被災
（令和元年台風15号）
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は、これまでの10月1位の値を更新す
る最大瞬間風速43.8メートルを観測
するなど、多くの地点で記録的な降
水量や最大瞬間風速等を観測した
台風とたったとのことです。豪雨によ
り、極めて広範囲にわたり、河川の氾
濫やがけ崩れ等が発生し、人や住家
等に甚大な被害が広範囲に発生した
とのことでした。港湾施設において
は、、①川崎港東扇島地区で、波の
揚圧力により桟橋の床版が破損。②
東京湾海域に流木等の漂流物が発
生。

　上記の港湾施設の被災における
応急復旧の状況や再度災害防止の
対策についてもあわせて説明頂くと
ともに、政府の「防災・減災、国土強
靱化のための3か年緊急対策」など、
災害に関連した政策についてもご紹
介頂き、災害対策の現状について理
解を深めることができました。

　引き続き、港湾局海岸・防災課災
害対策室 課長補佐 谷上 正晃 様よ
り、『港湾法第55条の3の3の制度概

要』と題し、ご講演いただきました。
港湾法第55条の3の3については、平
成28年に発生した熊本地震の対応
を契機として、平成29年の港湾法改
正に盛り込まれ、平成30年7月豪雨に
おいて呉市で初めて適用されたもの
で、制度が盛り込まれる契機や呉市
で適用された状況などについて説明
がございました。

　熊本地震においては、震源直近
の熊本港では震度6強を記録しまし
たが、震源が比較的内陸であったた
め、港湾についてはクラックの発生
等の軽微な被害でした。国土交通
省港湾局では、被災者を支援するた
め、全国各地の港湾に配備している
船舶（大型浚渫兼油回収船、海面
清掃兼油回収船、港湾業務艇）によ
り、飲料水や食料などの支援物資を
現地の要請に基づき、被災地へ直接
輸送を行おうとしましたが、熊本地
震の発生後、支援物資等の輸送拠点
となる八代港等においては、通常の
貨物船に加え自衛隊、海保等の支援
船舶が集中したことにより港湾が過

度に混雑し、港湾利用者との円滑な
調整等に支障が生じました。
　そのため、国が港湾の利用調整や
その前提となる施設の利用可否判
断等について、実務上の支援を実施
するため、①支援側の情報、受入側
の情報を集約し、バースウィンドウを
調整。②具体的には、被災地港湾の
バースウィンドウの最大限の活用し、
被災地港湾以外も含めた広域的な
利用分散、被災地港湾における一般
貨物船の利用の抑制等を実施しまし
た。
　これを契機として、平成29年の港
湾法改正において、非常災害時に、
港湾管理者からの要請に基づいて
国が港湾施設の利用調整等の管理
業務を実施できる制度（港湾法55条
の3の3）が創設されました。
　平成30年7月豪雨では、河川から
港湾区域内に土砂や流木等が流出
し、港湾が利用できない状況となり
ました。そのため、港湾法第55条の
3の3に基づき、呉市より、泊地・航路
における漂流物の除去、岸壁・物揚
場の利用調整の要請があり、国土交

鹿島港海岸流木
（令和元年台風19号）

川崎港ＣＴの桟橋被災
（令和元年台風19号）
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通大臣が呉港の港湾施設の一部管
理を実施し、全国で初めて本法が適
用されたものとなります。詳細な内容
については、呉市のご担当者より説
明頂く旨で講演が締めくくられまし
た。
　続いて、呉市港湾漁港課 課長補
佐 正木 健 様より、『平成30年7月豪
雨における呉市の災害対応』と題し、
ご講演いただきました。
　呉市は平成30年7月の集中豪雨に
より甚大な被害を受け、職員も何か
ら手を付けたらよいのか分からない
状況で、本来であれば、港湾管理者
が実施する災害復旧事業について、
港湾法55条の3の3に基づき、国にお

願いすることとなったとのことです。
　まず、平成30年7月豪雨の状況に
ついて説明がありました。呉市の野
呂川ダム観測所において、3日間で
677mmという過去最高の雨量記録
し、これは、呉市の7月の平均雨量が
227mmなので、3日間で1月分の3倍の
雨が降ったことになるとのことです。

　続いて、被災状況の概要として、当
災害により、人的被害が死者28名、
負傷者22名、家屋・住宅被害が3226
件、公共施設等の被害が72施設発生
し、その被害状況について、当時の
写真を用いて状況の説明がございま
した。

　さらに、災害からの復旧・復興に
向けた取組として、平成30年9月11日
に災害応急対応からの本格的な災害
復興へと体制を切り替えるため、災
害対策本部を廃止し、呉市災害復興
本部を設置して、豪雨災害からの着
実な復興に向けた取組を推進したこ
と。また、呉市復興計画の策定を行い
（計画期間:H30〜R6年度）、公共施
設等の社会基盤や地域経済の迅速
な復興、被災者支援、災害に強い安
心で安全なまちづくりに向けた施策
を総合的・計画的に推進しているこ
とについて内容の説明がございまし
た。
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　その他、港湾・漁港区域における
災害対応の状況について、具体的な
説明があり、最後に港湾法55条の3
の3適用における国による港湾施設
の管理の代行についての、具体的な
支援内容等について説明がありまし
た。港のどの場所でどのようなことが
行われたの分かりやすい説明頂き、
講演が締めくくられました。

　次に、四国地方整備局港湾空港
部港湾空港企画官 菊地　志郎 様よ
り、『海岸協力団体の活動と防災へ
の取り組み』と題し、高知県内におけ
る防災に関する取り組みと平成31年1

月に指定した海岸協力団体の活動等
について、ご講演いただきました。
まず、はじめに高知県内における防
災に関する取り組みとして、平成28年
に「世界津波の日」が制定され、それ
に関連する津波防災訓練について説
明がございました。菊地様におかれ
ては、当時、港湾局で当業務を担当
されており、防災訓練といった取り組
みを地域の中でいかに実のあるもの
にしていく必要があるか実感したと
のことでした。続いて、第2回濱口梧
陵賞を受賞した黒潮町の防災の取り
組みについて紹介がございまいた。
黒潮町では、住民の防災の意識が高
く、様々な取り組みを行っており、地
域に防災の意識が根付いた先進的
な事例として紹介されました。また、
防災の取り組みが缶詰の商品開発に
も波及するなど、大変興味深い内容
となっておりました。
　続いて、高知港海岸で平成31年1
月に指定されました海岸協力団体に
ついて説明がございました。まず、海

岸協力団体の制度についての説明が
あった後、指定された2団体がどこで
どのような活動をしているのか、各団
体の概要の紹介とともに説明がござ
いました。
　さらに、指定がなされることによ
り、国としても、積極的に海岸協力団
体の活動に参加することができ、国
が行っている事業の必要性を住民の
方々に理解して頂ける機会になると
いった効果について説明がございま
した。

　各講演直後に、参加者と講演者と
の間で忌憚のない質疑応答がなさ
れ、充実した内容となりました。

　最後に、梶原座長より、施設が被
災後は嵩上げ等により施設を利用し
難くなることがあるので、特に都市
部では海に触れ合う場所が減ってき
ていることから、防災を考える際に
おいては、環境、美化、利用との調和
を意識しながら考えて行く必要があ
ることを締めの言葉として、研究会は
閉会となりました。

　ご多忙にもかかわらず快くご講
演をお引き受けいただきました正木
様、菊地様には、この紙面をお借りし
て改めてお礼申し上げます。

　当協議会では、令和2年度以降も継
続して研究会を開催し、会員の方々へ
情報発信することにより、そのニーズ
に応えていきたいと考えています。

（注）掲載の写真や資料は、ご講演資料の
　　  一部を抜粋しました。

　　　

「清龍丸」(中部地整)による入浴支援
＠呉市（呉港）

【津波避難施設の設置例】
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『防災・減災対策等強化事業推進費』を
創設しました！－新制度のご案内－

1. はじめに

　昨年度は、８月の前線に伴う大雨
や令和元年東日本台風など相次ぐ
自然災害の発生により甚大な被害
が生じ、5月には滋賀県大津市で保
育園児ら16人が死傷した交通事故
が発生しました。これらの災害に対
する再度災害防止対策や重大な交
通事故を契機とした交通安全対策
などに、当室所管の災害対策等緊
急事業推進費が活用されました（国 
：16件、都道府県：15件、市町村： 
8件、独立行政法人１件）。
　このたび、近年頻発している激甚
な災害に対し、国民の安全・安心の
確保をより一層図るため、災害対策
等緊急事業推進費を見直し、再度災
害防止対策等に加え事前防災・減災

対策に活用できる、防災・減災対策
等強化事業推進費（以下、「防災・減
災対策推進費」という。）を創設しま
した。
　今回、この防災・減災対策推進費
について、概要、活用事例を紹介し
ます。

２．防災・減災対策推進費の概要

2.1 防災・減災対策推進費とは
　防災・減災対策推進費は、年度当
初に予算計上されていない公共事
業について、年度途中に事業を実施
すべき事由が生じた場合に、緊急
的かつ機動的に防災・減災対策の
強化を行うために配分する予算です

（令和２年度は310億円（国費ベー
ス））。

　事業所管部局（他省庁含む）から
の申請に基づく予算措置により早期
に事業効果が発揮できる箇所にお
ける「事前防災・減災対策」、災害
を受けた地域における「再度災害防
止対策」、公共交通に係る重大な事
故が発生した箇所における「事故の
再発防止対策」に活用することがで
き、以下に列記するような場合での
活用が想定されます。
（1）事前防災・減災対策
①年度当初の予算措置を見送ったも

のの課題が解決し、予算措置がで
きれば予定どおりの事業効果を発
揮できるケース

②事象発生を契機に新たな対策実
施の必要が生じ、追加予算措置が
できなければ事業効果を発揮でき
なくなるケース

※写真は対策イメージ

To p i c sTo p i c s

国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室

［（1）-①の例］
前年度から継続していた協
議がまとまり用地が取得でき
たため、推進費により堤防強
化等の洪水対策を実施。

［（1）-②の例］
詳細の現地調査の結果、既存消波工の沈
下量が想定以上に大きく、高潮等により背後
に密集した住宅地や鉄道路線に甚大な浸
水被害が生じる恐れがあることから、追加の
消波工の嵩上げ等の高潮対策を実施。

［（2）-①の例］
被災した護岸を災害復旧事業による原形復
旧にあわせて、推進費により嵩上げを実施。

※写真は対策イメージ ※写真は対策イメージ
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（2）再度災害防止対策
①災害復旧事業にあわせて、公共

土木施設の防災機能の強化・向
上を行う対策を行うケース

②地域は被災したものの、公共土木
施設に被害・損傷がない場合の
対策を行うケース

③災害復旧事業の対象とならない
自然災害（風化、劣化による崖崩
れ等）により被災した場合の対策
を行うケース

④全国的な緊急点検の結果、要対
策箇所の実施の必要が生じた場
合の対策を行うケース

　なお、対象となる災害は、「暴風、
豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津
波、噴火、地すべり、山崩れ、崖崩
れ、その他の異常な自然現象」によ
り生じた災害で一定の要件を満た
すものです。
（3）交通事故等の再発防止対策
①死傷者を伴い社会的影響の大き

い事故への対策を行うケース
②全国的な緊急点検の起因となった

想定外の事故への対策を行うケース

2.2 防災・減災対策推進費の特徴
　対象事業は、公共事業関係費に
分類される公共事業で、一定の計画
等に基づき実施し、早期実施により
効果が適切に発現するものが配分
対象になります。ただし、以下の点

に留意してください。
・事業の実施にあたり、新規事業採

択時評価を要するものは、当該評
価が実施済みであること。

・単なる維持管理費用等であって、
防災・減災の機能を強化する効果に
乏しいものには配分できないこと。

・事業を行おうとする地方公共団体
において、各種土地利用規制の適
切な運用などソフト面での防災・
減災等に資する対策が図られてい
ること。

・対象事業が社会資本整備総合交
付金の基幹事業として事業実施
中の場合には、交付金内で流用で
きない理由を別途整理する必要が
あること。

2.3 国庫補助率等
　国庫補助率、国庫負担率、地方財
政措置は、配分を受けた事業の規
定に従います。国庫補助率や地方財
政措置の優遇はありません。

2.4 防災・減災対策推進費の
　　要求から配分までの流れ
　防災・減災対策推進費の要求から配
分までの流れは図－１のとおりです。
　なお、令和２年度は３回の配分を
予定しております。そのほか、甚大な
被害を伴う災害や事故が発生した場
合は、適宜緊急配分を検討します。

３. 活用事例について

　過去の災害対策等緊急事業推進
費での再度災害防止対策の活用事
例を紹介します。
※令和２年度からは従前までの対

策に加え、新たに「事前防災・減
災対策」も活用できます。

【事業名】海岸保全施設整備事業
（尼崎西宮芦屋港海岸甲子園浜地区）
【事業主体】兵庫県
【施行地】兵庫県 西宮市 甲子園浜
【被害状況】平成30年９月の台風第
21号の暴風に伴う越波と高潮によ
り、護岸が倒壊し、背後の下水処理
場等において浸水被害が発生しま
した。（写真－１）
【対策内容】被災箇所を災害復旧事
業により復旧するのに合わせ、全体
の防災安全性の向上を図るため、
推進費を活用し隣接する箇所につ
いてもより安定性を向上させた構造
に改良しました。（図－２）

４. おわりに

　年度途中に緊急的に予算が必要
となった場合には、防災・減災対策
推進費の活用をご検討ください。
制度の詳細は国土交通省のホーム
ページに掲載しています。

図－１　要求から配分までの流れ 写真－１　被災状況 図－２　標準断面図
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大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業
について

1. はじめに

　大分港海岸は、九州の東岸に位置
しており（図－１）、一級河川が複数
流入する沖積低地を埋立造成した際
に海岸保全施設が整備された（図－
２）。 当地域は、製鉄業や石油化学
工業を中心としたコンビナートが広
がり、国内トップシェアの製品供給を
行うなど、我が国の産業・経済を支え
ている。また、九州の東の玄関口とし
て物流の拠点となる港湾整備も進め
られている。
　海岸背後には、県都大分市の市街
地が広がり、住宅地が密集するとと
もに、小･中･高等学校、大学及び県
庁や警察･消防･病院などの地域中枢
機能施設も立地しており、生活・産業
の重要な活動拠点となっている（図
－３）。
　一方、海岸保全施設は、築造から
約50年が経過しており護岸上部の大
規模な亀裂や水叩きの陥没等が発
生している。また、大分港海岸は台
風常襲地帯に位置し台風の来襲時に

は度々、死傷者や床上・床下浸水被
害が発生しており、今後も高潮・高波
による倒壊等により、甚大な被害に
繋がることが懸念されている（写真－
１，２，３）。

To p i c sTo p i c s

九州地方整備局　別府港湾・空港整備事務所
海岸課　平野　隆幸

写真－１　冠水状況

図－１　大分港海岸の位置

図－２　埋立て前後の大分港海岸

写真－２　越波状況 写真－３　陥没状況

図－３　大分港海岸の背後
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図－５　本設計の土質性状図

　さらに、南海トラフ地震について、
今後30年以内の地震発生確率は
70％〜80％と非常に高い確率と予測
されており、大分市は南海トラフ地震
防災対策推進地域及び南海トラフ地
震津波避難対策特別強化地域の両
方に指定されるなど（図－４）、国内
のコンビナートの中で被害が甚大と
なると予測されている。

２． 事業内容

【 概 要 】
　大分港海岸は、南海トラフ地震・
津波や台風による高潮への備えとし
て、平成29年度に直轄海岸保全施
設整備事業として、整備延長約21ｋ
ｍ、総事業費300億円、整備期間19
年間の計画で事業化された。当直轄
海岸は、住吉地区・津留地区・乙津地
区・鶴崎地区の4つの地区があり、既
設護岸の老朽化が著しい津留地区
から整備を行っている。

【 新工法の採用 】
　当直轄海岸は、総延長21ｋｍと長
大であり、東西の土質性状は図－５
のように上層に8ｍ〜19ｍの液状化
層が厚く存在し、下層に非液状化層

が分布している。そのため、耐震性
を確保するために地盤改良工法（液
状化対策）を採用した場合、事業
費・事業期間が膨大となる事が課題
となった。この課題について、有識者
を交えて工法の検討を行った結果、
新工法となる｢櫛形鋼矢板工法｣での
施工を採用し、事業費及び事業期間
の短縮を行う事とした。なお、検討
を行った時の要求性能を（表－１）及
び（図－６）に示す。

 

図－４　南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域等

表－１　本設計の要求性能

図－６　本設計の要求性能
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【 櫛形鋼矢板工法の概要 】
　新工法となる「櫛形鋼矢板工法」
は、自重、土圧及び50年確率波浪に
対して、通常の護岸と同様の機能を
確保することはもとより、非液状化層

まで根入れした長尺矢板と、液状化
層に根入れした短尺矢板を櫛状に
組合せ、長尺と短尺の間から液状化
に伴う土圧を逃がすことで、新設護
岸の変位を抑制し、地震及びその後

来襲する津波に対して、最大の効果
を発揮する工法である。
　概念図等を図－７に示す。

To p i c sTo p i c s

写真－4　水叩き撤去状況 写真－5　溝堀状況 写真－6　地盤改良状況

３． 整備状況

【 津留地区の整備 】
　現在整備を進めている津留地区
における整備手順は、老朽化した既
設鋼矢板からの土砂の吸い出しを防
止するため、先行して地盤改良を実
施し、｢櫛形鋼矢板｣の打設後、上部
工を施工することで完成断面（図－
８）となる。現在は、地盤改良と櫛形
鋼矢板の打設を行っている。

　地盤改良工事は、高圧噴射撹拌を
採用したことに伴い、改良機の建込
及び改良時に出てくる排泥を吸引す

るための貯水場所を確保する必要が
あり、既設の水叩きを一部撤去し、溝
堀を行っている（写真－４,５,６）。
  

図－８　整備断面図

図－７　櫛形鋼矢板工法の概念図等
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写真－７　削孔状況

　櫛形鋼矢板の打設にあたっては、
埋立地である事から矢板打設前に
先行削孔を実施し障害物を取り除い
た。また、施工場所は、企業が所有
するベルトコンベア等の機械が隣接
している狭隘な現場である事から平
面的に施工機械が配置できない状
況であった。そこで、高天端での施
工(現地盤より約6ｍ)とし、サイレント
パイラー(電源ユニット込み)・クラン
プクレーン・パイルライナーによる組
合せにて施工を行っている（写真－
7，8、9）。

【 地元調整について 】 
　現地施工に当たっては、事前に地
元住民や関係企業との調整を行っ
ている。また、構造断面については、
施工性・経済性及び維持管理の総
合的な観点から、各土層の現地条件
を加味した安定性の照査を学識経
験者及び有識者・関係機関からなる
｢大分港海岸護岸整備検討委員会｣
へ諮問し、最適な断面を決定してい
る。その上で再度、地元住民や関係
企業へ最終的な事業説明を行い、現
地施工を実施している（図－９）。

4． おわりに

　大分港海岸直轄海岸保全施設整
備事業は、整備延長が長く地域の安
全・安心への期待が大変大きい事業
である。大分港海岸の現況と整備完
成イメージを写真－１０、図－１０に
示す。整備においては、関係者及び
関係企業との十分な調整を行い地域
の皆様のご理解とご協力を頂きなが
らコスト縮減に努め、早期に完成さ
せられるよう進めていきたい。

図－９　調整から現地整備までの流れ

写真－８　打設状況 写真－９　打設完了

写真－10　現況 図－10　整備完成イメージ



14

「ビーチの活用は秋も冬も、オールマイティ！
潮風で思いっきり深呼吸しよう。」

○はじめに

　海辺を『海水浴文化』から通年利
活用する『ビーチ文化』の創造を目
指した活動を17年間全国各地で行っ
てまいりました。夏の特定期のみな
らず海辺利活用を高めるため、まず
地元の方々へビーチ活用の認識をい
ただくことと、地域の社交場となるよ
うな継続的な取り組みとなるよう、
須磨海岸（兵庫県神戸市）と指宿港
海岸（鹿児島県指宿市）にて、ビー
チスポーツ、マリンスポーツ、海辺の
安全教室を中心とした事業を実施
しました。

○須磨ビーチフェスタ
　Autumn2019

　夏の海水浴シーズンには多くの
来場者であふれる須磨海岸をオー
ルシーズン健全に活用いただけるよ
う、秋の清 し々い時期に、一日楽しく
過ごせるビーチライフイベント「須磨
ビーチフェスタAutumn2019」を開
催しました。
　今回は、「マリン×ビーチ」をコン
セプトに、参加者が体験したことの
ないスポーツにトライできる機会を
作り、海辺需要拡大と閑散期に実施
することで、オールマイティな活用を
目的としました。イベント当日は秋晴
れとなり、スタンドアップパドル（以
後、サップと略称）＆シーカヤック体

験、ビーチバレーボール一般大会、
地元の特産店が並ぶ当日限定の「す
まいる食堂」など、老若男女問わず
約2,000人が訪れ、秋のビーチは笑
顔であふれていました。

（１）サップ＆シーカヤック体験　
　 （運営：B＆G神戸海洋倶楽部）
　須磨海岸初の「海」と「ビーチ」
を同時に使い、今まで縁のなかった
スポーツにふれることができるイベ
ントに、多くの親子連れが参加しま
した。
　最初にインストラクターがサップ
やシーカヤックのパドルの使い方や
乗り方について砂の上でレクチャー
を行い、その後インストラクターとと

もに海に乗り込んで体験をします。
参加者は、インストラクターの説明
に耳を傾け、恐る恐るボードの上で
バランスを取りながら一生懸命漕ぎ
進んでいきました。海から臨むビー
チの景色や海面との近さなど、今ま
でに経験のない事に、写真を撮るシ
チュエーションも多く、とても和やか
な海上の風景でした。体験時間が終
わり、ボートから降りてきた子どもた
ちの達成感と名残惜しそうな表情
がとても印象的でした。このサップ
はビーチに隣接するヨットハーバー
で手軽に体験することができる事も
認識され、今後、新たな憩いの場と
してヨットハーバーが賑わう事を期
待します。

To p i c sTo p i c s

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

サップ＆シーカヤック体験
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（２）ビーチバレーボール男女混合
　   4人制一般大会「須磨カップ」
　昨年、好評いただいた「須磨カッ
プ」に今年も多くのエントリーをい
ただき、36チーム約180人の方が参
加されました。参加チームの年齢
層は幅広く、10代を中心とした中高
生チームや、20代〜60代で編成し
たチームなど、初めてビーチバレー
ボールにトライする方も年代や経験
を問わず、楽しめる大会となりまし
た。
　試合と並行して行われたビーチバ
レーボールスクールでは、朝日健太
郎（ビーチバレーボールオリンピア
ン、NPO法人日本ビーチ文化振興
協会チーフプロジェクトオフィサー）
と庄司憲右選手（ビーチバレーボー
ル選手）から直接指導を受けられ
ることもあり、多くの参加者が集ま
り、スクールを体験した方からは「こ
んな貴重な経験はない、とても楽し
かった。」「オリンピアンのアタック
は、速すぎて拾えない！」という声を
いただき大好評。また、参加者であ
る地元の方が率先して、チームの呼
び出しやチーム紹介など運営に入っ
ていただき、笑いの絶えないスムー
ズな試合進行となり大いに盛り上が

りました。けが人や事故もなく、普段
では声を掛け合う事がない多様な
職業の方々が集い、ふれあいの場と
なり、まさにビーチ社交場。今後の
継続化が期待できます。

（3）すまいる食堂
　来場者がちょうどひと段落した
頃、海釣り大会の船も帰船し、開店
と同時に客足が『すまいる食堂』
へ流れていきました。開店の状況な
どを本部テントより定期的にアナウ
ンスしたことで絶えず人が流れ、各
店舗、行列が出来るほどの人気ぶ
りで、ほとんどの店舗が売切れとな
り、盛況をみせました。
　地元の飲食店が
出店いただいたこと
もあり、店員さんと
お客様の会話も弾
み、今後の誘導に
つながる良い機会
になりました。

　今回、当イベント
の参加者はほとん
どが地元の方で、
昨年イベントに参
加したリピーターは

もちろんのこと口コミ等でイベント
を知った方も多く、神戸市内に海水
浴以外の『ビーチ文化』が根付き始
めてきている兆しを実感しました。
また、秋の開催について来場者から
「涼しく日差しも弱いので、日焼け
も気にならずちょうど良い。」「初め
て海水浴以外でビーチに遊びに来
た。」「夏と違った景色が素敵。」
等、この時期ならではの須磨海岸の
魅力に改めて気づいて頂けたことも
大きな収穫でありました。これを機
に、地元の方が継続的に活用するこ
とで、ビーチ愛好者が生まれ、「愛
郷心の育み」、「青少年の育成」、
「海辺が集いの場」となることで安
心した環境づくりが生まれる事を期
待いたします。

○冬のビーチで遊ぼう！

　護岸（養浜）整備が進む指宿港
海岸（鹿児島県指宿市）において、
ビーチ通年利活用促進と海辺の正
しい知識の啓発促進を目的とした
「冬のビーチで遊ぼう！」を開催し
ました。比較的温暖な地域の特性

地元出店が並ぶ「すまいる食堂」

ビーチバレーボール男女混合4人制一般大会「須磨カップ」
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を活かし、砂風呂の観光名所で有
名な指宿市の次なる観光戦略とし
て、広い砂浜を造り活かしてゆくに
は、防災、安全、環境の正しい知識
を地元の方々が理解することが必
要であり、次世代に向けて子育てに
必要であることから、親子で楽しみ
ながら海水浴以外で楽しめるイベ
ントを企画しました。当日は、寒さ
厳しい2月にもかかわらず、地元の
親子41名にご参加いただき、ライフ
セーバーの第一人者である遊佐雅
美を講師として、子ども対象の「水
辺の安全教室」、保護者対象の「心
肺蘇生法講習会」、ビーチフラッグ
ス、ビーサン跳ばし、ビーチドッジ
ボール、スラックラインなどのレクリ
エーションイベントを体験しました。
ビーチに集まった子どもの中には、
「ビーチは、はだしにならなくちゃ
ね。」と真っ先にはだしになって冷
たい砂の上を元気に歩きまわる嬉し
い様子も見られ、普段からビーチで
遊んでいる様子を伺えました。はだ
しになって砂を感じることで、解放
感だけでなく、体幹も養うことがで
き、脳の働きも活性化されるなど、

体全体の効果を高めることが期待
できることから、自然に健康になれ
る有効な環境で育つ子どもの成長
が大いに期待できました。

（1）ビーチクリーン
　プログラムを始める前に、全員で
ビーチクリーンを実施しました。は
だしになってビーチクリーンをして
いる子どもたちを見ていると、怪我
をしないように足元に注意をして歩
いているため、早くゴミに気づき多く
のゴミを拾っていました。集めたゴ
ミを子どもたちと一緒に種類分けを
して、どのようなゴミが多いのか確
認し、日常生活から出るゴミが多い
ことを認識たうえで、海辺環境への
配慮を話し合いました。

（2）ライフセーバー遊佐雅美の
　  「水辺の安全教室」
　水辺の正しい知識について、遊佐
雅美（NPO法人日本ビーチ文化振
興協会代表理事）がオリジナル紙芝
居を使って、自分が水辺で溺れてし
まったらどのように対応をするか、
溺れている人を見つけた時にどのよ

うに対処するか、また、海辺の環境
問題にも触れ、「山、川で捨てられ
たゴミはやがて海に流れていくこと
から、日頃からゴミを捨てないこと、
ゴミを拾う大切さ」を説明し、熱心
に聞き入る子どもたちの姿勢に保護
者も感心し、充実した講習を行うこ
とができしました。

（3）ビーチフラッグス大会・
　   ビーサン跳ばし大会
 「ビーチフラッグス大会」では、い
ち早くホースを取るため子どもたち
は夢中になって砂浜を駆けていま
した。勝負に負けてしまい悔し涙を
見せる子もいましたが、「負ける悔
しさ」「勝つ喜び」「お互いの健闘
を称えあう」ことをこの大会を通じ
て感じていただけたら本望です。ま
た、大人の部では保護者、スタッフ
も奮闘しました。砂浜ということも
あり、足を取られて転びそうになる
場面もありましたが、童心に返って
ビーチフラッグスを楽しみ、また子
どもたちも大人の頑張る姿を応援す
ることで、大会に一体感が生まれま
した。
 「ビーサン跳ばし大会」は、ビー
チサンダルを遠くに飛ばした人が
勝ち、という非常に単純なゲームで
あり、小さい子どもから大人まで楽
しめることから、人気の高いレクリ
エーションです。風が出てきたこと
で、ビーチサンダルが遠くまで飛び
やすくなり、好記録を連発した大
会となりました。最後に表彰式を行
い、年齢別に分けて戦った上位3名
の方に表彰状と景品を贈呈し、大い
に盛り上がりました。

To p i c sTo p i c s

ビーチクリーン
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（4）心肺蘇生法講習会（保護者・
　   大人対象）
　保護者・大人を対象に実施した
「心肺蘇生法」「A EDの使用方
法」では体験キットを使いながら、
一次救命処置の流れについて講師
の遊佐雅美が説明しました。
　風が強くなり体感的にも非常に寒
くなったため、実技が2回となりまし
たが、このような定期的な講習会を
実施することが、急な事態に不安な
く対処できる訓練となります。水難
は、海だけでなく川、プール、風呂場
など、生活に近い環境で起こること
が多 あ々るので、すべての方が身を守
ることを意識することが水難事故を
無くす最も効果的な対応に繋がりま
す。今後は、定期的な避難訓練、講
習会を開く事をお勧めいたします。

（5）ビーチドッジボール大会、
　  スラックライン体験
　ドッジボールは子どもたちもルー
ルを熟知しており、進行もスムーズ
に行われました。チームには未就学
児も入り実施したため、強いボール
が当たらないか心配していました
が、小さい子を一生懸命守ろうとす
る上のお兄ちゃん、お姉ちゃんの姿
や、弱いボールを投げて小さい子で
も避けられるように配慮する姿もあ

り、子どもたちの協調性を垣間見る
ことができました。普段なら校庭な
どでしているスポーツをビーチでや
る事で、なじみある楽しみがビーチ
活用の入口となり、海水浴以外の楽
しみとしてつながってきます。
 「スラックライン体験」では、ほと
んどの子どもが初めての体験で、
順番を待つ列ができていました。
スラックラインは、綱渡りのように帯

（ライン）の上を歩いたり、アクロバ
ティックにジャンプするニュースポー
ツとして近年では愛好者が増えてい
ます。最初はうまく歩くことができ
ず、1〜2歩でラインから落ちてしまい

ましたが、子どもたちの上達は早い
もので、最後にはラインを渡り切る
子もいました。

　冬場の開催でしたが、天候のいい
日は充分にビーチを活用することが
できることを感じていただけた機会
となりました。また、近くの砂風呂に
来ていた観光客も楽しそうな歓声に
つられ、わざわざビーチまで様子を
見に来て楽しんでおられました。大
がかりな企画ではなく、普段校庭や
公園で行うようなプログラムをビー
チで実施するだけで、ビーチ活用を
習慣づけることができ、子どもの情
操教育や愛郷心の育みに繋がりま
す。そして、親子で共通した海辺の正
しい知識を認識することも重要であ
ると考えます。
　年間を通して海辺利活用すること
で生まれる賑わいは、自然と共存す
るうえで、地域の特性を活かした観
光にも繋がる、大きなメリットである
ことを再認識することできました。

心肺蘇生法講習会

ビーチフラッグ
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全国海岸リレー紹介

●はじめに
　青森県南東に位置する八戸港の海岸沿
いの一角に、蕪島（かぶしま）と呼ばれる
島があります。元々は完全な離島でした
が、昭和17年に埋立工事が行われ、現在
は陸続きとなっています。
　蕪島はウミネコの繁殖が間近で観察で
きる希少な場所であり、大正11年に国の天
然記念物に指定されています。また、蕪島
は八戸 市から福島県 相馬市までの約
900kmに及ぶ自然歩道であるみちのく潮
風トレイル、三陸復興国立公園（平成25年5
月創設）の北の玄関口であり、その周辺は
「みなとオアシス八戸（鮫地区）」として登

録され地域住民や観光客の交流拠点と
なっています。

●蕪嶋神社の再建
　蕪島の頂には蕪嶋神社が鎮座しており、
商売繁盛や漁業安全などにご利益がある
とされ、多くの参拝客が「かぶあがりひょう
たん御守（「かぶ」があがるご利益がある
とされる）」を求めています。
　蕪嶋神社は、長年、八戸のシンボルとし
て親しまれてきましたが、平成27年11月の
火災により社殿が焼失。その後、「蕪嶋神
社再建実行委員会」により社殿の再建工
事が進められてきました。そして、火災から

４年余り経過した令和2年3月、一般公開
が再開され、参拝に訪れることが可能にな
りました。

●おわりに
　蕪島周辺では八戸のシンボルである蕪
嶋神社のほかにも、地域の特産品やお土
産などを販売する蕪島物産販売施設「か
ぶーにゃ」が新たにオープンしており、今後
益々のにぎわいが期待されています。
　ぜひとも蕪島とみなとオアシス八戸を訪
れてみてはいかがでしょうか。

北海道

東北

紋別港海岸堤防等老朽化対策緊急事業について

八戸のシンボル～蕪島・蕪嶋神社～
東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所

●事業概要
　紋別港海岸は重要港湾紋別港の北東部
及び南東部に位置しており、延長約15ｋｍの
海岸線を有しオホーツク海に面した比較的
遠浅な砂浜海岸です。
　本市は古くから、漁業及び水産加工業が
盛んな町であることから海岸との関わり合い
が深く、昭和40年後半から海岸保全施設で
ある海岸護岸を整備してきました。しかし、そ
の護岸も整備後40年以上が経過し施設各
部に劣化が進み、機能低下や更に劣化が進
行することが懸念されています。また、近年の
海象状況の変化と低気圧の影響により背後
地の水産加工場や住宅等に越波被害が発
生していることから、背後地の防護と前浜の
安全な利用を図るため、海岸堤防等老朽化
対策緊急事業にて平成28年度から渚滑地
区の護岸整備を進めているところです。
　工事の概要としましては、渚滑地区に在す
る既設護岸の波返し天端高を1.0m嵩上げ
し、これに併せて眺望等を考慮して背後の水
叩き及び排水トラフも嵩上げしています。
　現社会資本総合整備計画は本年度にて
終了しますが、令和2年以降も新たな計画に
て本事業を進めていきたいと考えております。

●みなとオアシス 「もんべつ」
　みなとオアシス「もんべつ」エリアには流氷
を観察できる氷海展望塔「オホーツクタワー」
やオホーツクタワーへのアクセス・魚釣り・散策
等に利用されている第３防波堤「クリオネプロ
ムナード」、アザラシの保護施設「アザラシラン
ド」、人工海水浴場「ホワイトビーチ」、イベント
広場等で構成される「港南緑地」、健康プー
ル「ステア」等があり、エリア内の維持管理や
利用者の休憩施設等として利用されている

「海洋交流館」は平成２８年に海の駅に認定
されました。
　また、−20°Cの厳寒体験ができる北海道
立オホーツク流氷科学センター「ギザ」は平
成７年に道の駅に登録されており、海と陸の
ランドマーク的施設が存在しています。
　毎年、市内小中高等学校吹奏楽部による
海洋コンサート「ウォーターフロントフェスティ

バル」やオホーツクタワー・クリオネプロムナー
ドを光で彩る「イルミネーション点灯式」などの
イベントを主催し、みなとの賑わい創出・住民
との交流・ふれあい空間づくりを目指して様々
な活動を行っています。
　他にも当エリアでは、紋別市を代表する冬
のイベント「もんべつ流氷まつり」など様々な
催しが開催されており、地域住民が集い交
流する場として利用されています。
　また、観光の分野では紋別市の代名詞と
いってよい「流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ」の離着
岸する場所として、市内のみならず国内外か
らも観光客が来紋し当エリアが利用されてい
ます。
　令和３年１月からは大型化した新ガリンコ
号も就航予定となっており、さらなる賑わいの
創出が期待されています。

紋別市建設部港湾課

越波の状況 カニの爪のオブジェクリオネプロムナードの
イルミネーション

ワモンアザラシの
ポンすけくん

蕪島とウミネコ（ウミネコの繁殖期（4 ～ 7月頃）には
多くのウミネコが見られる）

蕪嶋神社の新社殿蕪島周辺における
「みなとオアシス八戸（鮫地区）」等の位置図
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北陸

●はじめに
輪島市は、日本海の荒波による海蝕で形

成された、丸く削られた白い奇岩で有名な
「鴨ヶ浦」や環境省認定の「快水浴場百選」
に選定されている約500mもの大きな弓形の

「袖ヶ浜海水浴場」など、優れた海岸景観を
有する景勝地が市内に点在し、約81kmある
海岸線の大部分が能登半島国定公園に指
定されています。その市内ほぼ中央に位置
する、みなとオアシス輪島マリンタウンをご紹
介いたします。

●みなとオアシス輪島マリンタウン
輪島マリンタウンは、平成22年5月4日旅客

船岸壁の供用に伴いみなとオアシスとして登
録されました。オアシスの海側には、旅客船
岸壁のほか、中小型のプレジャーボートを対
象としたビジターバースと陸上保管施設があ
り、輪島の海の玄関口となっています。また、
陸側には、観光情報の提供や物産販売等が
行う観光交流施設が立地し、市街地散策の
拠点として、連日多くの観光客で賑わってい
ます。

●みなと振興の取り組み
オアシスのイベントスペースである大テント

や親水護岸では、市内で行われる大規模な
屋外イベントのほとんどが実施されています。
6月に開催される、約20分の間に2万発もの花
火が打ち上げられる「市民大花火大会」をは
じめ、多くのイベントが開催され、開催日には
多くの市民や観光客が訪れます。

また、輪島では、クルーズ客船の誘致を
行っており、クルーズ客船の寄港日を「マリンタ
ウンウエルカムデー」と呼んで、官民挙げての
おもてなしを行っています。特に出港時にお

いて、紙テープが舞う中、多くの
市民と大漁旗を掲げて併走す
る10数隻の漁船で盛大にお見
送りする情景は、乗船客、市民
にとって忘れられない「感動的
なもの」との有難いお言葉を数
多くいただいております。

今後もこの港で繰り広げられ
る感動的な出会いを演出する
べく「おもてなし日本一のみな
と」を目指していきたいと考えて
います。輪島港の全景

みなとオアシス輪島マリンタウン
輪島市建設部港湾利活用推進室

関東
名洗港海岸の津波対策について

千葉県 県土整備部 港湾課

●海岸づくり会議と津波対策事業の実施
　名洗港海岸では、東日本大震災の津波
により、銚子マリーナの桟橋の被災や、背
後地の家屋等への浸水被害が生じたこと
から、地域住民から津波対策の実施につ
いて強い要望があがりました。　
　このため、千葉県では千葉東沿岸海岸
保全基本計画を見直し、数十年から百数
十年に一度程度の頻度で到達すると想定
される津波（L1津波）に対応した、施設整
備をすることとしました。さらに事業の実
施にあたっては、地域の意向や特性に応
じたきめ細やかな海岸づくりを推進するた
め、「海岸づくり会議」を開催しています。
この会議は県のほか、市町村を主体とした
関係団体や地域住民などから構成されて
いることから、地域事情や問題点、要望な

●はじめに
　千葉県の最東端にある銚子市に位置す
る名

なあらいこう

洗港は、昭和26年1月に避難港の指定
を受けた後、地方港としての整備が昭和40
年から開始され、岸壁、防波堤等が整備さ
れています。また、地域振興を図るための
海洋レクリエーション拠点として、銚子マ
リーナが平成11年4月から供用されていま
す。近年では、銚子市沖で再エネ海域利用
法に基づく、洋上風力発電設備の導入を検
討しており、令和元年7月には国から促進区
域の指定に向けた有望な区域として公表さ
れました。
　一方、名洗港海岸は延長約5.6kmで、近
傍には日本ジオパークに認定されている
屛
びょうぶがうら

風ヶ浦や犬岩があるなど、観光・学術振
興に寄与する重要な海岸となっています。

どについて活発に議論が交わされており、
地域の声を事業計画に反映することができ
ます。
　名洗港海岸では、これまでに4回の会議
を開催しており、地域住民の意見を反映し
た施設整備の一例として、令和元年度末ま
でに完成した堤防において、天端を遊歩道
として地域住民が利用できるよう整備を行
いました。

●おわりに
　これから整備を予定している施設につい
ても海岸づくり会議を通して地域と一体と
なった整備を進め、浸水被害の軽減を図っ
ていきたいと考えています。また、市が実施
するソフト対策と併せて総合的な津波対策
を進めてまいります。

奇岩が広がる海岸を遊歩道で散策できる「鴨ヶ浦」

名洗港海岸 屛風ヶ浦 津波による被災状況（銚子マリーナ） 完成した堤防（小畑川河口部）
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久美浜港を中心とした地域振興
～みなとオアシス京たんご～

近畿

中部 津なぎさまち開港15周年記念事業「持続可能な津なぎさまち学ぼう！フェスタ」
「津なぎさまち開港15周年記念シンポジウム」を開催しました。

●はじめに
津なぎさまち（三重県津市）は、三重県

と中部国際空港を45分で結ぶ高速船が就
航している海上アクセス拠点です。平成17
年2月17日の開港以降、15年間の高速船累
計乗船者数が約446万人にも登り、津市の
重要な交通結節点となっています。

2月16日（日）、津なぎさまちの賑わい創
出を目的に組織された「津なぎさまちイ
メージアップ事業実行委員会」が津なぎさ

まち開港15周年記念事業を開催しました。
この日は天候に恵まれず予定より規模を

縮小しての開催となりましたが、地元中学
校吹奏楽部による演奏、写真家浅田政志
氏による写真撮影教室、三重大学学生に
よるSDGs学習ブース、地元グルメ津ぎょう
ざ等のふるまい及び開港15周年を記念す
るシンポジウムなど様々な企画を実施し、
約500人の来場者で賑わいました。

●はじめに
久美浜港は丹後半島の西端、山陰海岸

国立公園の東端に位置する地方港湾で、
小天橋により日本海と久美浜湾が隔てら
れ、湾の入り口部と湾全体が港湾区域と
なっています。湾口部が狭いため、船舶の
利用は漁業船とプレジャーボートが主と
なっています。また久美浜港ではマリンス
ポーツが盛んで、周辺には天然温泉がある
他、海の幸を始めとするグルメの魅力と合
わせて地域の大きな観光資源となってお
り、それらを活かしたまちづくりと連携した
港湾・海岸整備に取り組んでいます。

●みなとオアシス京たんご
久美浜港は平成26年7月に「みなとオア

シス京たんご」として、京都府では2番目の
みなとオアシスに登録されました。「みなと
オアシス京たんごセンター」を代表施設と
し、イベントの開催や観光情報の発信を
行っています。久美浜港は散策のための遊
歩道も整備されており、夏は海水浴で、冬
は日本海で水揚げされた蟹や湾内で養殖
された牡蠣などの味覚を求めて多くの観光
客が訪れます。また、カヌー競技を通じた
スポーツの交流や、地域資源を生かした文
化交流なども盛んとなっており、地域住民
だけではなく国境を越えた交流も行われ
ています。

シンポジウムでは、前葉津市長及び元野
中部地方整備局副局長らの講演会やSDGs
をテーマとしたパネルディスカッションが催
され、津なぎさまちの将来性に関する議論
がなされました。終了後の参加者アンケー
トには、今後の津なぎさまちの持続的な発
展に大きな期待を寄せる意見が多くありま
した。当委員会は、津なぎさまちの発展に
向けて、引き続き尽力して参ります。

久美浜湾

●久美浜港周辺でのイベント
久美浜港周辺では毎年多数のイベント

が開催されています。なかでも「久美浜まる
かじりまつり」は京丹後市久美浜町にまつ
わる食が集合し、当日はフリーマーケット
が開催され毎年多くの観光客が訪れます。
またスポーツイベントとしてドラゴンカヌー
の大会が夏に開催されるほか、2021年5月
には関西ワールドマスターズゲームズのカ
ヌーマラソンが久美浜港を会場として開催
されることが予定されており、多数の国の
参加が見込まれています。ぜひこの機会に
久美浜港に足をお運びください。

京都府　港湾局港湾企画課

京丹後市ドラゴンカヌー選手権大会 久美浜まるかじりまつり

津なぎさまちイメージアップ事業実行委員会事務局（津市 都市計画部  交通政策課）

オープニングセレモニーの様子

講演会の様子②

写真撮影教室の様子 飲食ブースの様子

講演会の様子① パネルディスカッションの様子
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●はじめに
　高知港海岸では、「浦戸湾の三重防護
対策」として地震・津波対策を進める中で、
景観や利便性に配慮した海岸保全施設の
整備を行うため、平成28年度に有識者と国・
県・高知市の関係部局長で構成する「高知
港海岸景観・利便性等検討会」を設置し、
整備計画を検討しています。

●対象区間
　本検討会では、特に景観が優れ、多様な
利用がある区間を対象とし、県内有数の観
光地である「桂浜公園」を含む地区と、「種
崎千松公園」を含む地区の２つを重点的に
検討を行う区間として設定しました。

●種崎千松公園周辺の整備計画
　この２つの区間のうち、これまでに種崎千
松公園周辺の整備計画を検討しています。
この区間は、散策などを行う憩いの場であっ
たり、夏季を中心に海水浴やバーベキューな
どの賑わいがあることから、これらの利用を
踏まえた整備計画を検討することとし、まず
公園利用者や近隣住民へのアンケートや、
地元観光協会へのヒアリングによりニーズを
把握しました。
　また、通路や駐車場等の各施設は、車椅
子利用者にも配慮したデザインとし、構造物
の材質・色彩や、植栽等の選定にあたって
は、景観との調和や、維持管理作業の低減
を図ることとしました。

　さらに防災面から、地震・津波発生時に
利用者が周辺に整備されている避難施設
へ到達するまでの経路や時間を考慮した
施設配置としました。
　このような内容について、有識者から助言
をいただきながら検討を進め、令和２年２月
２１日に開催した会議において、整備計画と
してとりまとめました。

●おわりに
　今後は、もう１つの対象区間である桂浜
公園周辺の整備計画を検討するなど、引き
続き、景観や利便性に配慮した検討を進め
てまいります。

高知港海岸の海岸保全施設整備における
景観・利便性の検討について 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所

高知県 土木部 港湾・海岸課

鳥取港の紹介
鳥取県県土整備部空港港湾課

●はじめに
　鳥取県東部にある鳥取市街地の北西６
km、一級河川千代川の河口に位置してい
る鳥取港は、昭和28年に地方港湾の指
定、昭和50年４月に重要港湾の指定を受
けており、平成2年に10,000トン岸壁１バー
ス、5,000トン岸壁３バース等の施設が供用
となった港湾です。

●鳥取・賀露みなとオアシス
　鳥取港は、みなとオアシス第１号として
平成16年1月30日に認定されました。子ど
も達が気軽に魚と触れ合える水族館「とっ
とり賀露かにっこ館」、水産物を販売する
「海鮮市場かろいち」、農産物を販売する
「地場産プラザわったいな」等の施設があ
り、夏は「白いか祭り」、冬は「かにフェス

タ」など、季節ごとの旬なイベントが開催さ
れ、年間100万人の来客数で賑わいをみせ
ています。平成30年3月には県道鳥取空港
賀露線（かにっこ空港ロード）が開通し、
鳥取砂丘コナン空港から5分程度で移動可
能となり、空と港が連携したツインポートと
して、鳥取県の重要な観光スポットとなっ
ています。

●鳥取港西浜地区
　鳥取港西浜地区は鳥取・賀露みなとオア
シスの中心地区で、海岸保全施設、遊歩道
などの海岸整備を行い、定期的に住民ボラ
ンティアの協力により、海岸の美化に努め
ています。夏は海水浴客で賑わい、令和元
年9月には第14回全日本ビーチサッカー選
手権が開催されました。

●おわりに
　鳥取港では昨年度、水揚げされた松葉
ガニが500万円で落札され、ギネス世界記
録に認定されました。カニで有名な鳥取県
を代表する港であり、年間を通してイベント
も多数開催され、季節ごとのレジャー、食
事を楽しむことができます。鳥取へお越し
の際はぜひお立ち寄りください。

高知港海岸 種崎千松公園周辺の現況 種崎千松公園周辺の整備イメージ（ＶＲ画像） 検討会の開催状況（令和2年2月21日）

位置図 「白いか祭り」出店ブースの様子

「全日本ビーチサッカー選手権」

500万円落札・ギネス世界記録に認定された
松葉ガニ「五輝星」



22

全国海岸リレー紹介
九州

FURUE
～海岸の“そりたつ壁”（津波防護ライン）～

沖縄
トゥリバー地区における新たな観光拠点の形成について

宮古島市　建設部　港湾課

宮崎県県土整備部港湾課
技師　満木寿成

●はじめに
平良港は、宮古圏域の物流の拠点とし

て、長年島民の生活や産業を支えてきた
重要港湾です。近年は、沖縄全域へのク
ルーズ需要の高まりに伴い当港でもクルー
ズ船の寄港が増加しており、平成29年に

「国際旅客船拠点形成港湾」に指定され、
今年の3月にはクルーズ船の専用岸壁が完
成しました。現在、平良港及びその背後地
において、クルーズ客を含め来島する観光
客を受け入れるみなとまちづくりが進められ
ています。

●トゥリバー地区におけるリゾート計画
平良港のなかで新たな観光拠点のひと

つと目されているのがトゥリバー地区です。

人工ビーチ、マリーナ、海浜緑地、防波堤、
臨港道路等から構成されている当地区
は、宮古島を代表する本格的なマリンリ
ゾートの一大拠点を形成するコースタルリ
ゾート計画に基づいて、平成3年に市が整
備着手し、平成15年に竣工しました。令和5
年には、三菱地所株式会社が開発し、世
界有数のホテル事業者であるヒルトンが運
営を行う「ヒルトン沖縄宮古島リゾート」の
開業が予定されています。当ホテルの開業
によって、海外での宮古島の認知度向上、
平成31年3月に開業した下地島空港ターミ
ナルとの連携による国際便の増加などが見
込まれることから、国内外からの安定的な
集客が期待されます。

●トゥリバー地区の観光地としての魅力
トゥリバー地区には、豊かな自然や風景

が多く存在しています。2つの海浜からなる
人工ビーチは、夕日に染まる伊良部大橋を
一望できる絶景ポイントであり、サンセット
ビーチの名称で市民や観光客に親しまれ
ている人気のスポットです。マリンアクティビ
ティにも最適の環境であり、パラセーリング
やカヌー、ジェットボートなどを楽しむことも出
来ます。

また、人工ビーチの間に挟まれたヘッドラ
ンド部分は、海に面した立地に広い面積、
眺望の良さなどが評価され、屋外イベント
の開催場所として認知されています。これ
まで、『宮古島ロックフェスティバル』などの
様 な々イベントが開催されており、島内外か
ら多くの人々が参加し、交流が生まれました。

●新たな観光拠点の形成を目指して
今後は、当地区の美点を最大限に活か

したオリジナリティのあるコンテンツや空間づ
くりに官民が連携して取り組み、国内外の
全ての観光客にとって魅力あるリゾート観
光拠点の形成を目指してまいります。

１．宮崎県における古江港
　古江港は宮崎県最北端に位置する延岡
市北浦町にあり、古くから住民の生活、生産・
流通の場として栄え、近年は特に水産物にも
力を入れ、「ひむか本サバ」や「へべすぶり」
など数多くの県水産物ブランド品を生み出し
てきた県有数の港です。また、北浦町はTBS
の某大人気アトラクション番組ＳＡＳＵＫ●で
完全制覇を果たした“史上最強の漁師”の町
としても有名です。

２．みなとオアシス北浦臨海パーク
　平成25年に東九州自動車道の北浦ICが
供用されたことで、県内外から多くの観光客
の集客が見込めることになったため、漁業関
係者らを中心に地元が一体となって北浦臨

海パークを開設しました。地元獲れの海産物
がふんだんに食べられる海鮮バイキングやリ
アス式海岸が織りなす日向灘周辺のクルージ
ング、夏には花火大会が開催される等、観
光振興による更なる地域活性化を図った功
績が認められ、「みなとオアシス北浦臨海
パーク」が平成30年8月に国から登録を受け
ました。

３．近年多発している地震と津波対策　
　古江港は、今後30年以内に極めて高い確
率で発生する南海トラフ巨大地震をはじめ、
日向灘沿岸部を震源とする地震・津波被害
やその後の復旧、経済的な打撃が懸念され
ています。また、不特定多数の観光客が訪れ
ている最中、いつ、どのような規模の地震・津

波が襲来するか分かりません。海岸管理者と
して常在危機意識をもち、 一つでも多くの人
命・財産を守るため、国の交付金事業により
令和元年度から津波対策（津波防護ライン）
の整備を進めています。

人工ビーチと伊良部大橋

東北／蕪島・蕪嶋神社
→p.18

関東／名洗港海岸
→p.19

北陸／みなとオアシス輪島マリンタウン
→p.19

中部／津なぎさまち
→p.20

近畿／久美浜港
→p.20

中国／鳥取港
→p.21

沖縄／平良港トゥリバー地区
→p.22

九州／古江港
→p.22

四国／高知港海岸
→p.21

北海道／紋別港海岸
→p.18

『宮古島ロックフェスティバル』
開催の様子

クルージング 北浦町の茶山花火大会 ブランド海産物

北浦臨海パーク
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東北／蕪島・蕪嶋神社
→p.18

関東／名洗港海岸
→p.19

北陸／みなとオアシス輪島マリンタウン
→p.19

中部／津なぎさまち
→p.20

近畿／久美浜港
→p.20

中国／鳥取港
→p.21

沖縄／平良港トゥリバー地区
→p.22

九州／古江港
→p.22

四国／高知港海岸
→p.21

北海道／紋別港海岸
→p.18
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①東日本大震災で被災した港湾・海岸の復旧状況 
○東日本大震災では八戸港から鹿島港など26港［※1］が被災しました。その被災報告額は約4,138億円に及んでいます。
○各港に設置された協議会において策定された「産業・物流復興プラン」に基づき、復旧工程計画に定められた全ての港湾施
設については、平成30年3月に復旧完了しました。また、復旧に期間を要する港湾施設、海岸保全施設については、工程管
理等適切に実施し早期の完了を目指します。

1（a）港湾の復旧状況（暫定利用可能岸壁数）（令和2年3月末現在）
八戸港以南の水深4.5m以深の公共岸壁（公社含む）が対象。

※1　上記17港の他、御崎港、雄勝港、金華山港、表浜港、荻浜港、翁島港、川尻港、河原子港、土浦港にて被災し、計26港が被災。
※2　�港長（海上保安部）、港湾管理者、地方整備局（東北、関東）の確認により暫定利用が可能と判断された施設。�

施設の大部分で復旧工事が必要であり、利用にあたっては、吃水制限や上載荷重制限がかかっている施設もある。�
②暫定利用可能バース数には、③本復旧済みバース数も含む。

※3　査定を受けて採択された災害復旧事業が完了したバース数（被害のない施設も含む）。
※4　着手済みは工事契約済みの施設。

港名 港格 ①震災前
　  バース数

②暫定利用
   可能バース数

※ 2
（②／①）

③本復旧済み
バース数

※ 3
（③／①）

④本復旧工事
     着手済みバース数

※ 4
（④／①）

1 八 戸 港 重要 44 44 100% 44 100% 44 100%

2 久 慈 港 重要 24 24 100% 24 100% 24 100%

3 宮 古 港 重要 26 26 100% 26 100% 26 100%

4 釜 石 港 重要 7 7 100% 7 100% 7 100%

5 大 船 渡 港 重要 10 10 100% 10 100% 10 100%

6

仙 台 塩 釜 港
（ 石 巻 港 区 ） 国際拠点 31 31 100% 31 100% 31 100%

仙 台 塩 釜 港
（ 塩 釜 港 区 ） 国際拠点 20 20 100% 18 90% 20 100%

仙 台 塩 釜 港
（ 仙 台 港 区 ） 国際拠点 22 22 100% 22 100% 22 100%

7 相 馬 港 重要 13 13 100% 13 100% 13 100%

8 小 名 浜 港 重要 72 72 100% 72 100% 72 100%

9

茨 城 港
（ 日 立 港 区 ） 重要 18 18 100% 18 100% 18 100%

茨 城 港
（常陸那珂港区） 重要 25 25 100% 25 100% 25 100%

茨 城 港
（ 大 洗 港 区 ） 重要 13 13 100% 13 100% 13 100%

10 鹿 島 港 重要 18 18 100% 18 100% 18 100%

小計（国際拠点港湾・重要港湾） 343 343 100% 341 99% 343 100%

1 八 木 港 地方 4 4 100% 4 100% 4 100%

2 小 本 港 地方 1 1 100% 1 100% 1 100%

3 気 仙 沼 港 地方 6 6 100% 6 100% 6 100%

4 女 川 港 地方 4 4 100% 4 100% 4 100%

5 久 之 浜 港 地方 1 1 100% 1 100% 1 100%

6 江 名 港 地方 7 7 100% 7 100% 7 100%

7 中 之 作 港 地方 7 7 100% 7 100% 7 100%

小計（地方港湾） 30 30 100% 30 100% 30 100%

合計 373 373 100% 371 99% 373 100%
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（b）港湾海岸の復旧状況（令和2年3月末現在）
港湾海岸の復旧状況

（参考2）海岸の復旧状況の推移（被災6県計）
地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

平成 28. ３末時点 983 501 440 (88%) 148 (30%)

平成 29. ３末時点 983 500 460 (92%) 211 (42%)

平成 30. ３末時点 983 498 489 (98%) 277 (56%)

令和１．３末時点 983 497 497 (100%) 334 (67%)

令和２．３末時点 983 502 499 (99%) 395 (79%)

（注）福島県の帰還困難区域は含まれていない
　　復旧を行わないとした地区海岸として、平成26年9月末より3地区海岸、平成29年3月末に１地区海岸、平成30年3月末より２地区海岸、6月末に1地区海岸を除外

地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

被 災 ６ 県 計 113 58 58 (100%) 45 (78%)

青 森 県 34 1 1 (100%) 1 (100%)

岩 手 県 14 13 13 (100%) 11 (85%)

宮 城 県 35 31 31 (100%) 20 (65%)

福 島 県 11 8 8 (100%) 8 (100%)

茨 城 県 7 3 3 (100%) 3 (100%)

千 葉 県 12 2 2 (100%) 2 (100%)

（参考1）海岸全体の復旧状況（農林水産省及び水産庁所管海岸を含む）
地区海岸数 被災地区海岸数（注）

うち本復旧
工事着工済 （着工率） うち本復旧

工事完了 （完了率）

被 災 ６ 県 計 983 497 497 (100%) 395 (79%)

青 森 県 275 7 7 (100%) 7 (100%)

岩 手 県 120 108 108 (100%) 85 (70%)

宮 城 県 286 260 260 (100%) 185 (62%)

福 島 県 109 86 86 (100%) 82 (90%)

茨 城 県 82 26 26 (100%) 26 (100%)

千 葉 県 111 10 10 (100%) 10 (100%)
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②「港湾の事業継続計画」を踏まえた防災訓練の実施状況一覧 （令和2年3月末現在）

港名 協議会等名称 設立時期 策定時期
訓練実施状況

R2年度実施時期
H29年度 H30年度 R1年度

（H31年度）
室 蘭 港 室蘭港港湾BCP協議会 H27.11.25 H28.3.31 ○ ○ ○ R2.10月頃（予定）
苫 小 牧 港 苫小牧港港湾BCP協議会 H26.7.1 H27.3 ○ ○ ー 第3四半期（予定）
石狩湾新港 石狩湾新港港湾BCP協議会 H28.10.4 H29.3.7 ー ○ ー R3.3月頃（予定）
稚 内 港 稚内港港湾BCP協議会 H28.6.27 H29.3.3 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
函 館 港 函館港港湾事業継続連絡協議会 H28.7.1 H29.2.8 ○ ○ ○ R3.3月頃（予定）
小 樽 港 小樽港港湾BCP協議会 H28.11.4 H29.3.30 ○ ○ ー R3.3月頃（予定）
釧 路 港 釧路港港湾BCP協議会 H24.11.28 H26.3.31 ー ー ー R3.2月頃（予定）
留 萌 港 留萌港港湾BCP協議会 H27.8.25 H28.12.27 ○ ○ ○ R3.2月頃（予定）
十 勝 港 十勝港港湾BCP策定協議会 H28.6.30 H28.9.20 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
紋 別 港 紋別港港湾BCP協議会 H28.5.27 H29.3.28 ○ ○ ○ 第3四半期（予定）
網 走 港 網走港港湾BCP協議会 H28.12.16 H29.3.24 ○ ○ ー 第4四半期（予定）
根 室 港 根室港港湾BCP協議会 H29.3.23 H29.3.29 ー ー ○ R2.12月頃（予定）
八 戸 港 八戸港港湾機能継続協議会 H25.6.14 H25.3 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
青 森 港 青森港港湾機能継続協議会 H25.7.29 H26.3 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
むつ小川原港 むつ小川原港港湾機能継続協議会 H27.9.4 H28.3.2 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
宮 古 港 宮古港港湾機能継続協議会 H27.2.24 H27.6.30 ー ○ ー 未定
大 船 渡 港 大船渡港港湾機能継続協議会 H27.2.26 H27.6.30 ー ー ○ 未定
久 慈 港 久慈港港湾機能継続協議会 H27.2.23 H27.6.30 ー ○ ー 未定
釜 石 港 釜石港港湾機能継続協議会 H25.8.2 H27.6.30 ー ○ ー R2.11月頃（予定）
仙台塩釜港 仙台塩釜港港湾機能継続協議会 H25.7.23 H27.3 ー ー ○ 下半期（予定）
秋 田 港 秋田港港湾機能継続協議会 H25.5.29 H26.10 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
船 川 港 船川港港湾機能継続協議会 H25.5.29 H26.10 ○ ○ ー R3.2月頃（予定）
能 代 港 能代港港湾機能継続協議会 H25.5.29 H26.10 ○ ○ ー R3.2月頃（予定）
酒 田 港 酒田港港湾機能継続協議会 H25.5.28 H27.3 ー ○ ○ R2.4月（予定）
小 名 浜 港 小名浜港港湾機能継続協議会 H25.7.24 H26.11 ー ー ○ R2.10月頃（予定）
相 馬 港 相馬港港湾機能継続協議会 H27.3.3 H28.3.2 ○ ー ー R3.2月頃（予定）
茨 城 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する茨城港連絡協議会 H24.7.26 H29.3.31 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
鹿 島 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する鹿島港連絡協議会 H24.7.27 H29.3.31 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
千 葉 港 千葉港BCP連絡協議会 H24.10.10 H26.6.9 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
木 更 津 港 木更津港BCP連絡協議会 H25.2.27 H26.6.9 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
東 京 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する東京港連絡協議会 H24.5.18 H25.3.4 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
横 浜 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する横浜港連絡協議会 H21.9.8 H27.3.23 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
川 崎 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する川崎港連絡協議会 H23.2.21 H27.3.24 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
横 須 賀 港 港湾BCPによる協働体制構築に関する横須賀港連絡協議会 H24.3.30 H27.3.19 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
新 潟 港 新潟港港湾BCP協議会 H25.3.15 H26.3.25 ー ー ー R3.2月頃（予定）
両 津 港 佐渡地域港湾BCP協議会 H25.10.25 H26.3.20 ー ー ○ 未定
小 木 港 佐渡地域港湾BCP協議会 H25.10.25 H26.3.20 ー ー ○ 未定
直 江 津 港 直江津港港湾BCP協議会 H25.11.29 H27.2.27 ー ○ ー 未定
伏 木 富 山 港 伏木富山港災害時における官民連携協議会 H25.2.25 H26.12.19 ー ー ー 未定
七 尾 港 七尾港災害時連携協議会 H25.3.27 H27.3.31 ー ー ○ 未定
金 沢 港 金沢港災害時連携協議会 H24.7.2 H26.3.31 ー ー ー 未定
敦 賀 港 事業継続検討会 H25.3.19 H28.1.18 ー ー ○ R3.2月頃（予定）
清 水 港 清水港防災対策連絡協議会 H25.7.8 H27.2 ー ○ ○ 未定
田子の浦港 田子の浦港防災対策連絡協議会 H25.9.24 H26.3 ー ○ ○ 下半期（予定）
御 前 崎 港 御前崎港みなと機能継続計画策定協議会 H26.1.23 H26.7 ー ○ ○ 未定
名 古 屋 港 名古屋港BCP協議会 H27.3.25 H27.6.1 ○ ー ○ 未定
衣 浦 港 衣浦港BCP協議会 H27.3.20 H27.3.20 ○ ○ ○ 未定
三 河 港 三河港BCP協議会 H27.3.20 H27.3.20 ○ ○ ○ 未定
四 日 市 港 四日市港BCP協議会 H27.10.8 H27.10.8 ○ ○ ○ 未定
津 松 阪 港 津松阪港港湾機能継続計画協議会 H27.10.8 H27.10.8 ー ○ ○ 未定
尾 鷲 港 尾鷲港港湾機能継続計画協議会 H28.11.17 H29.3.10 ー ○ ○ 未定
舞 鶴 港 京都舞鶴港港湾BCP協議会 H27.7.9 H29.3.2 ○ ○ ○ R3.3月頃（予定）
大 阪 港 大阪港BCP協議会 H27.3.25 H28.3.18 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
堺 泉 北 港 堺泉北港港湾事業継続計画協議会 H27.9.28 H28.3.24 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
阪 南 港 阪南港港湾事業継続計画協議会 H27.9.28 H28.3.24 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
神 戸 港 神戸港港湾BCP協議会 H27.11.5 H28.3.17 ○ ○ ○ R2.6月頃（予定）
姫 路 港 姫路港港湾BCP協議会 H29.2.10 H29.3.23 ○ ○ ○ R2.12月頃（予定）
尼崎西宮芦屋港 尼崎西宮芦屋港港湾BCP協議会 H27.12.11 H28.2.18 ○ ○ ー R2.12月頃（予定）
東 播 磨 港 東播磨港港湾BCP協議会 H28.11.30 H29.3.28 ○ ○ ○ R2.12月頃（予定）
和歌山下津港 和歌山下津港港湾機能継続協議会 H27.8.5 H28.3.30 ー ○ ー R3.3月頃（予定）
日 高 港 日高港港湾機能継続協議会 H28.12.1 H29.3.1 ー ○ ー R3.3月頃（予定）
鳥 取 港 鳥取港BCP連絡協議会 H27.5.15 H28.3.15 ー ○ ー 未定
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境 港 境港BCP（事業継続計画）連絡協議会 H27.12.7 H28.3.25 ○ ー ー 未定
浜 田 港 浜田港・三隅港BCP連絡協議会 H28.2.12 H28.7.25 ー ー ○ 未定
三 隅 港 浜田港・三隅港BCP連絡協議会 H28.2.12 H28.7.25 ー ー ○ 未定
西 郷 港 西郷港BCP連絡協議会 H28.2.9 H29.3.3 ○ ○ ー 未定
岡 山 港 岡山港BCP協議会 H27.12.24 H29.3.15 ー ○ ー 未定
宇 野 港 宇野港BCP協議会 H27.11.19 H29.3.15 ○ ー ー 未定
水 島 港 水島港BCP協議会 H27.12.22 H29.3.15 ー ー ○ 未定
福 山 港 福山港BCP連絡協議会 H28.7.19 H29.3.30 ○ ー ー R2.12月頃（予定）
尾道糸崎港 尾道糸崎港BCP連絡協議会 H28.7.28 H29.3.30 ○ ー ー R2.12月頃（予定）
広 島 港 広島港BCP連絡協議会 H28.4.25 H29.3.30 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
呉 港 呉港BCP連絡協議会 H28.3.25 H29.3.31 ー ー ○ R2.12月頃（予定）
岩 国 港 岩国港事業継続計画協議会 H27.11.11 H29.2.28 ー ○ ー 未定
徳山下松港 徳山下松港事業継続計画協議会 H27.12.21 H29.2.21 ー ○ ー 未定
三田尻中関港 三田尻中関港事業継続計画協議会 H27.11.26 H29.2.15 ー ○ ー 未定
宇 部 港 宇部港・小野田港BCP協議会 H27.12.17 H29.2.20 ー ○ ー 未定
小 野 田 港 宇部港・小野田港BCP協議会 H27.12.17 H29.2.20 ー ○ ー 未定
徳島小松島港 大規模災害時における徳島小松島港の機能継続協議会 H27.1.23 H26.3.7 ○ ○ ○ R2.10月〜12月頃（予定）
橘 港 大規模災害時における橘港の機能継続協議会 H28.3.29 H28.2.19 ○ ○ ○ R2.10月〜12月頃（予定）
坂 出 港 坂出港機能継続連絡協議会 H28.3.22 H29.2 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
高 松 港 高松港連絡協議会 H23.9.14 H23.9 ○ ○ ー R3.3月頃（予定）
宇 和 島 港 宇和島港機能継続連絡協議会 H28.9.9 H29.1 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
松 山 港 松山港機能継続連絡協議会 H26.1.17 H27.3 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
東 予 港 東予港港湾BCP協議会 H28.11.11 H29.2 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
三島川之江港 三島川之江港港湾BCP協議会 H28.11.11 H29.2 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
今 治 港 今治港連絡協議会 H28.6.29 H28.9 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
新 居 浜 港 新居浜港港湾BCP協議会 H28.8.5 H29.3 ○ ー ○ R2.11月頃（予定）
高 知 港 高知港機能継続連絡協議会 H25.10.23 H25.2 ○ ○ ○ R2.5.11（予定）
須 崎 港 須崎港機能継続連絡協議会 H26.12.24 H26.3 ー ー ー 未定
宿 毛 湾 港 宿毛湾港機能継続連絡協議会 H27.1.9 H27.3 ー ー ー 未定
下 関 港 下関港事業継続推進協議会 H27.12.2 H28.3.10 ○ ○ ○ 未定
北 九 州 港 北九州港事業継続推進連絡会 H27.3.27 H27.3 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
博 多 港 博多港事業継続推進協議会 H29.2.16 H29.3.27 ー ○ ○ R2.12月頃（予定）
苅 田 港 苅田港港湾BCP協議会 H28.8.9 H29.3.16 ー ー ○ 未定
三 池 港 三池港港湾BCP協議会 H28.8.1 H29.3.15 ー ー ○ 未定
唐 津 港 唐津港港湾BCP協議会 H28.12.1 H29.3.16 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
伊 万 里 港 伊万里港港湾BCP協議会 H28.12.1 H29.3.17 ○ ○ ○ R3.1月頃（予定）
佐 世 保 港 佐世保港湾事業継続推進協議会 H28.12.26 H29.3.28 ー ー ○ R2年度中（予定）
長 崎 港 長崎港港湾BCP協議会 H28.1.29 H29.2.21 ○ ○ ○ R2年度中（予定）
福 江 港 福江港港湾BCP協議会 H28.3.18 H29.3.14 ○ ○ ○ R2年度中（予定）
郷 ノ 浦 港 郷ノ浦港港湾BCP協議会 H28.7.21 H29.2.1 ○ ○ ○ R2年度中（予定）
厳 原 港 厳原港港湾BCP協議会 H28.3.14 H28.11.29 ○ ○ ○ R2年度中（予定）
熊 本 港 熊本港港湾事業継続推進協議会 H29.2.20 H29.3.24 ー ○ ○ R3.2月頃（予定）
三 角 港 三角港港湾事業継続推進協議会 H29.2.27 H29.3.24 ー ○ ○ R3.2月頃（予定）
八 代 港 八代港港湾事業継続推進協議会 H29.2.21 H29.3.24 ー ○ ○ R3.2月頃（予定）
中 津 港 中津港港湾BCP連絡協議会 H27.3.11 H27.3 ー ー ○ R3.1月頃（予定）
別 府 港 別府港港湾BCP連絡協議会 H27.8.18 H27.8.18 ー ー ○ R3.1月頃（予定）
大 分 港 大分港港湾BCP連絡協議会 H26.5.22 H26.10 ー ー ○ R3.1月頃（予定）
津 久 見 港 津久見港港湾BCP連絡協議会 H27.2.10 H27.2 ー ー ○ R3.1月頃（予定）
佐 伯 港 佐伯港港湾BCP連絡協議会 H27.1.27 H27.1 ー ー ○ R3.1月頃（予定）
細 島 港 細島港港湾事業継続推進協議会 H25.1.25 H25.3.26 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
宮 崎 港 宮崎港港湾事業継続推進協議会 H25.8.30 H25.11.26 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
油 津 港 油津港港湾事業継続推進協議会 H25.11.18 H26.2.14 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
鹿 児 島 港 鹿児島港港湾事業継続推進協議会 H28.11.22 H29.2.10 ー ー ○ R2.9月頃（予定）
志 布 志 港 志布志港港湾事業継続推進協議会 H27.3.11 H27.6.15 ○ ○ ○ R2.11月頃（予定）
川 内 港 川内港港湾事業継続推進協議会 H28.2.9 H28.3.31 ー ー ○ R2.9月頃（予定）
名 瀬 港 名瀬港港湾事業継続推進協議会 H28.2.4 H28.3.7 ー ー ○ R2.9月頃（予定）
西 之 表 港 西之表港港湾事業継続推進協議会 H28.3.3 H28.3.3 ー ○ ○ R2.9月頃（予定）
那 覇 港 那覇港港湾BCP協議会 H28.10.28 H28.12.13 ー ー ○ R2.11月頃（予定）
平 良 港 平良港港湾BCP協議会 H28.1.29 H28.3.25 ー ー ○ R2.6月頃（予定）
石 垣 港 石垣港港湾BCP協議会 H28.10.26 H29.1.31 ー ー ○ R2.6月頃（予定）
運 天 港 運天港港湾BCP連絡協議会 H28.12.27 H29.1.31 ー ○ ー 未定
金 武 湾 港 金武湾港港湾BCP連絡協議会 H28.12.27 H29.1.31 ー ○ ー 未定
中 城 湾 港 中城湾港港湾BCP連絡協議会 H28.12.27 H29.1.31 ー ー ○ R2.6月頃（予定）
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③港湾海岸における水門・陸閘等の状況（令和２年3月末現在）
○津波・高潮等の災害が発生した際に、水門・陸閘等の現場操作員の安全を確保しつつ確実に閉鎖するため、操作規則に基
　づく操作・退避ルールの徹底や統廃合、常時閉鎖、自動化・遠隔操作化の取組を進めています。� � �
○港湾海岸では、堤防や護岸、胸壁の前面の港湾等を利用する車両や人の通行のために多くの陸閘が設置されています。� �
○現在、各海岸管理者において、水門・陸閘等の効果的な管理運用体制の構築を進めています。�� � �
�

地方 都道府県

　水門・陸閘等の施設総数
平成24年4月

以降に
統廃合した

施設数

自動化・
遠隔操作化等

の施設注１

現場で操作を伴う施設

常時閉鎖

北海道 北 海 道 169 10 159 74 6

東 北

青 森 県 35 0 54 24 0

岩 手 県 40 6 34 8 24

宮 城 県 231 97 134 134 49

秋 田 県 － － － － －

山 形 県 － － － － －

福 島 県 3 3 0 0 0

関 東

茨 城 県 24 21 3 2 0

千 葉 県 100 19 81 22 0

東 京 都 65 17 48 9 15

神 奈 川 県 　　　 66 1 65 7 0

北 陸

新 潟 県 10 0 10 10 0

富 山 県 － － － － －

石 川 県 45 0 54 54 10

福 井 県 114 0 114 15 0

中 部

静 岡 県 196 55 144 99 4

愛 知 県 330 17 304 52 39

三 重 県 1,133 216 858 303 58

津松阪港海岸（直轄） 1 1 0 0 1

近 畿

京 都 府 2 0 2 1 0

大 阪 府 431 11 420 45 4

兵 庫 県 1,039 84 941 184 66

和 歌 山 県 329 40 289 78 55

和歌山下津港海岸（直轄） 2 1 1 1 0
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地方 都道府県

　水門・陸閘等の施設総数
平成24年4月

以降に
統廃合した

施設数

自動化・
遠隔操作化等

の施設注１

現場で操作を伴う施設

常時閉鎖

中 国

鳥 取 県 28 0 28 27 0

島 根 県 2 0 2 1 0

岡 山 県 370 0 370 70 2

広 島 県 1,831 8 1,823 52 159

広 島 港 海 岸（ 直 轄 ） 96 0 96 10 3

山 口 県 1,315 26 1,289 152 35

下 関 港 海 岸（ 直 轄 ） 6 0 7 3 0

四 国

徳 島 県 447 79 371 128 278

香 川 県 1,293 0 1,352 47 95

愛 媛 県 490 59 507 371 12

高 知 県 344 12 322 113 195

高 知 港 海 岸（ 直 轄 ） 73 0 73 19 21

九 州

福 岡 県 51 4 47 14 10

佐 賀 県 69 22 47 22 0

長 崎 県 864 17 847 677 180

熊 本 県 553 118 390 138 121

大 分 県 361 63 298 104 33

宮 崎 県 45 0 45 9 0

鹿 児 島 県 166 4 162 36 0

沖 縄 沖 縄 県 66 1 65 64 3

　  合 計   　  12,657 1,010 11,679 3,146 1,453

注１：「自動化・遠隔操作化等の施設」は、自動化、遠隔操作化及びフラップゲートの施設
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♪ 蛍のやどは　川ばた楊
やなぎ

 楊おぼろに　夕やみよせて
 川の目高が　夢見る頃は
 ほ　ほ　ほたるが　灯をともす ♪
（「蛍」1932（昭和7）年。
　作詞：井上赳。作曲：下総皖一）

　新型肺炎の感染拡大に戸惑う日々
が続く。昨年末、中国・武漢で発症
した新病はまたたく間に世界を感
染の闇に巻き込んだ。三密を避け
よ！と外出を規制し、イベントの中
止や休業を余儀なくされている。
　個人的には、趣味の釣りや俳句、
吹矢など全てが休講となり、時は
静かにゆったりと流れる。日頃読ま
ない本に接する機会も得た。「ウイル
スと人間」「人類と感染の歴史」「歴
史を作った7大伝染病」など、この
歳にして知らないことの多さに改め
て気づいた。

　季が少し戻るがご容赦いただこ
う。今春、海辺の清掃と安全講習会
で静岡県・浜名湖に出かけた。浜名
湖は汽水湖で地理上は湖、河川法
上は川、漁業法上は海という3つの
顔を持つ。2月2日（日）名古屋から
電車で2時間、浜名湖の舞阪港を
訪れた。浜名湖は今切口（水路幅
200㍍）という開口部で太平洋と
つながる。今切口周辺は潮アタリが
良く、釣り人の集まるところでもあ
る。当日の天候は晴れ、風が強く寒

Column

海……その未来

私　海岸と
s e a s i d e

愛知県釣りインストラクター連絡機構
顧問　大　田　豊　明

清掃ミーティング

さが身にしみる。この寒波で釣り人
も少ないかと思いきや、周辺は大勢
の釣り人で賑わっていた。狙いはウ
キ釣りのクロダイやメジナ。

　事前の観察を終え、清掃ミーティ
ングに加わる。午後1時過ぎから釣
り人の多い場所を選んで清掃スター
ト。参加者は家族連れを含めて29
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人。強風でゴミ袋が飛ばされそうに
なる中、広い釣り場のゴミを拾いな
がら歩く。

　突然近くの釣り人が大きく竿を曲
げた。タモですくいあげたのはプリ
プリに身の弾けそうな30㎝超の寒
グレ（メジナ）だ。他に30㎝級のチ
ヌ（クロダイ）もスカリに入ってい
た。当日は若潮ながら潮の流れが速
く、アタリをとりにくそうだった。

　約50分の清掃で、日本釣振興会
から提供された大きなゴミ袋40
個が一杯になった。ゴミの多くは
ペットボトルと蓋、釣り糸の切れた
もの、錆びた釣り三脚などが目立っ
た。
　主催者の林賢治さんによれば、当
地区での清掃活動は4年目で、今年
のゴミの量は少ないほうだという。

　清掃のあと、JOFI愛知・環境安
全部長の大内徳明さんによる「釣
り人の安全講習会」が始まる。テー
マは「救命胴衣の有用性と取り扱
い」。実物を使った丁寧な説明にみ
んな熱心に耳を傾ける。救命胴衣は

清掃場所

安全講習

寒グレ
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けていない例が多い。海へ落ちれ
ば潮に流され、助かるケースは極め
て薄い。どうか自身のために救命具
は必ず着用してほしい。

　ゴミと言えば、プラスチックゴミ
が世界の問題になって久しい。プラ
ゴミはやがてマイクロ化して世界の
海に広がる。元はレジ袋、コンビニ
の弁当箱、ペットボトルなど。この
マイクロプラスチックには添加剤と
していろいろな化学物質が含まれ
ている。さらに海に漂ううちに水中

私　海岸と
s e a s i d e

どんな釣り場、どんな釣りでも着用
する、色は明るいほうが万一の場合
発見されやすい、膨らまないときの
方法やホイッスルの扱い方などを学
ぶ。
　釣り場では、30人くらいの釣り人
に会ったが、救命胴衣を着けていた
のは数人。埋立地や岸壁は安全で
海に落ちることはないと思ってい
るのだろうか。転落したときのこと
を想像してみよう。これらの場所か
ら落水すれば、陸に上がるすべがな
い。港湾構造物は構造上階段を設

にあるPCB等の有害物質を吸着す
る。これをエサと間違えて海鳥、鯨、
亀、魚が食べる。
　食物連鎖の頂点に立つ人への影
響が懸念される。ゴミのポイ捨てや
放置は巡りめぐって我が身に害をな
す。私が海辺の清掃を始めて40年
になる。ゴミ拾いをしなくてもすむ
社会の実現こそ、海の未来なのだが
……。
《寒グレや弁天島に風つのる》 

　豊 明

ゴミ拾いを終えて

安全講習
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今月号の特集では、港湾の事業継続計画策定ガイドラインについて

の記事を掲載いたしました。近年、従来の想定を超える自然災害が多

発する中、想定を超える高波・高潮・暴風が来襲した場合でも被害を軽

減させるべく、ガイドラインの改定を行ったところです。これから台

風のシーズンとなります。本ガイドラインを元に、防災・減災に取り組

んでいただければ幸いです。

TOPICSでは、日本ビーチ文化振興協会に執筆をしていただきまし

た。海岸でのイベントといえば夏のイメージが強いかと思いますが、

夏だけではなく、秋や冬にも開催される海岸のイベントについてご紹

介しています。

長らく外出自粛が続き、延期や中止になったイベントが多くあるか

と思いますが、また海岸でイベントが開催されるようになりましたら、

感染対策に十分留意しつつ、今号でご紹介したような海岸での様々な

イベントに参加することで、楽しい思い出を作るきっかけになればと

思います。
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原稿募集のお知らせ

　本誌では、読者相互の交流・情報交換を図るため、読者の皆様からの投稿コーナーを設けています。採用させて
いただいた方には薄謝、掲載誌を差し上げます（応募者多数の場合は、すべて掲載できないこともあります）。皆
様のご応募、お待ちしております。

■コラム「私と海岸」（毎号２名程度掲載予定）

　ビーチ・海岸に関わる趣味の話、体験談、失敗談、おもしろ話、身近なこと、旅行話等、なんでも結構ですので、
気軽にご投稿ください。
　❶文字数：1,000〜1,500字程度（本誌１ページ分）　　❷テーマに沿ったお写真2〜3枚程度

■「TOPICS」
　「『波となぎさ』に掲載された活動の“その後”をお知らせしたい」、「今、こんな取り組みをしています」
　—そうした情報の原稿をお待ちしています。
　❶文字数：1,500字程度（本誌１ページ分）　　　　　　❷テーマに沿ったお写真、図表２〜４枚程度

■「ビーチライフ」
　皆様の「ビーチライフ」に関するさまざまな活動や体験についての原稿を募集します。
　❶文字数：4,000〜6,000字程度（本誌２ページ分）　　❷テーマに沿ったお写真、図表３〜７枚程度

■原稿送付先 ： 郵送、FAX、メールにて承ります。
　原稿形式は、データ、原稿用紙いずれも承ります。原稿送付の際には後日編集部からご連絡させていただきます
ので、ご連絡先等を必ず明記してください。
　❶郵送先：〒107-0052　東京都港区赤坂3-3-5　住友生命山王ビル８階　日本港湾協会内　港湾海岸防災協議会
　　「波となぎさ」編集担当宛
　❷FAX：03-3505-5400　
　❸	e-mail：naminagi@tbss.co.jp
※原稿に関するお問い合わせは上記連絡先❸へメールにてお問い合わせください。
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私たちの暮らしている社会は
少しずつ変化し、成長しています。
若築建設は、しっかりと今を見つめながら、
人のこころを刻む企業として、
一歩一歩着実に歩み続けます。

 〒153-0064  東京都目黒区下目黒2-23-18
 TEL. 03-3492-0271
 FAX. 03-3490-1019
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